
発泡スチロール容器�

ポリ袋�

ラップ�

プラスチック容器�

４月１日から


マーク分別開始
今回、新たに分別を開始するのは、� の マークのついた 次のような

プラスチック類 についてです。

収集の対象となるプラスチック類の例

収 集 日

ごみの出し方
�汚れているものは、軽く水洗いするか、布で拭き、きれいにする。
�透明又は半透明のごみ袋に入れて出し、中身の見えない袋（紙袋など）やダンボールなどに入れない。
�在宅医療器具とライターは絶対に入れない。
�分別のルールや収集の曜日を守る。
�ペットボトルとプラスチック類は別々の分別です。同じ袋に
入れない。

プラスチック類は大切な資源です。資源化のためのリサイクルを心がけましょう。

問い合わせ 役場生活環境課ごみ対策係 �９８５－４１１７

※�マークのついていないプラスチック製品については、今までと同じ分別をしてください。

月２回
※不燃物のごみステーションに出してください。

松 前校区………第２・４木曜日
北伊予校区………第１・２水曜日
岡 田校区………第１・２土曜日
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